
船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国人介護人材が市内の介護現場において円滑に就労・定着

できるよう、外国人介護人材受入支援事業を実施する事業者に対し、事業の実施

に係る費用について市が補助金を交付するにあたり、船橋市補助金等の交付に関

する規則（昭和５６年船橋市規則第５０号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）を受けることができ

る者は、次の各号のいずれにも該当する者（以下「事業者」という。）とする。

ただし、第２号に掲げる要件にあっては、市長が必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

 ⑴ 次条に規定する補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う。）を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社

会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特

定非営利活動法人その他の市長が適当と認める民間団体。 

 ⑵ 船橋市税に滞納が無い者。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

⑴  介護職種の技能実習生及び介護分野における１号特定技能外国人を対象 

とした集合研修等事業 

  ア 研修対象者 

    市内で就労する介護職種の技能実習生及び介護分野における１号特定技

能外国人とする。また、研修受講者の募集にあたっては、特定の法人で就労

する者に限定をせず、市内広く一般に周知を行うこと。なお、他の在留資格

で就労する者も含めて集合研修を実施することは差し支えないが、その場合

は合理的な方法により費用按分を行い、市内で就労する介護職種の技能実習

生及び介護分野における１号特定技能外国人に係る費用のみを補助対象と

すること。 

  イ 研修内容 

    介護技能の向上をはじめ、研修対象者が介護現場で円滑に就労・定着でき

るようにする観点から必要と考えられる内容（「介護の基本」、「コミュニケー

ション技術」、「移動、食事、衣服の着脱、排泄及び入浴の介護」、「文化の理

解」、「介護の日本語」、「認知症の理解」等）とすること。また、研修は講義

（座学）のみならず、演習を取り入れて行うこと。 

 



  ウ 研修体制 

    研修講師は、外国人の介護職員を対象にして介護の領域の講義等を教授し

た経験を有する者など、研修を適切に実施することができる者を選定するこ

と。また、通訳や日本語指導の専門家を配置するなど、研修対象者が効果的

に学習できるような体制を組むこと。また、研修対象者の入国年次等によっ

て介護技能及び日本語能力に差があることが考えられるため、研修を実施す

る前に、研修対象者数や個々の能力等を把握し、必要に応じてグループに分

けて研修を行うなど、個々の能力に応じて効果的な研修体制を組むよう努め

ること。 

  エ 研修成果等の確認 

    研修の実施にあたっては、その研修成果を把握することが重要であること

から、研修のねらい、到達目標、修得する技能等をあらかじめ明確にしてお

くこと。また、研修の開始時と終了時にテスト等を実施するとともに、研修

対象者への受講アンケートを実施するなど、受講者の研修成果や今後の研修

運営に関する改善点等を把握するための取組を行うこと。 

  オ 研修期間 

    研修内容、研修体制等に応じた研修期間を設定すること。なお、研修対象

者への学習効果を向上することや、市内の研修対象者同士の交流機会を確保

すること等の観点から、事業実施期間を通じて、定期的に複数回実施する方

法も考えられる。 

  カ 研修教材 

    研修教材の作成にあたっては、介護や日本語等の専門家の意見を踏まえて、

効果的な学習ができるように配慮すること。なお、国の補助事業として作成

した「介護の日本語テキスト」や、同事業で開発・運営している介護の日本

語学習に関する WEB コンテンツを、研修中や研修実施前後に積極的に活用

するなど既存の学習ツール等を有効に活用すること。 

⑵ 外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業 

  ア 研修対象者 

    外国人介護人材受入施設等（受入予定施設等を含む。）の職員とする。な

お、本研修の受入施設等は、在留資格にかかわらず外国人の介護職員を雇用

する施設等を対象とする。 

  イ 研修内容 

    外国人介護人材を受入れるにあたり施設等において必要な準備、外国人介

護人材が安心して就労することができるサポートのあり方、円滑にコミュニ

ケーションを図る方法、文化・風習への配慮事項、介護技術の指導方法、外

国人介護人材受入事例の紹介等とする。 

 



 ⑶ キャリアアップ支援事業 

  ア 助成対象者 

    第１号に定める介護職種の技能実習生及び介護分野における１号特定技

能外国人を対象とした集合研修等の受講者のうち、特に優秀と認められた者

又は一定の介護技能及び日本語能力を有する者。ただし、当事業の助成を受

けられるのは１人につき１回までとする。 

  イ 助成内容 

    介護職員としてさらなるステップアップを図るために必要な介護に関す

る研修費用を助成する。なお、助成対象者が就労する介護施設等の中におい

て、具体的にどのようなキャリアアップを目指しているか、また、助成金を

活用してどのような研修を受講するか等についてあらかじめ明確にしてお

くこと。 

（補助基準額及び補助対象経費） 

第４条 補助基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表第１欄に掲げる事業ごとの別表第２欄に定める補助基

準額と、別表第３欄に定める補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

を控除して得た額とを比較していずれか少ない方の額（１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）の合計額とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が

定める期間内に、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書（第１号

様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するにあたって、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに

係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、

申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りでない。 

（交付の決定及び条件） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適正であるか

審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするも

のとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号に掲げる事項につ

き条件を附するものとする。 



⑴  事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、 

市長の承認を得ること。 

⑵  事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得ること。 

⑶  補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、 

かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを事業完了の 

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の 

属する年度の終了後５年間保管すること。 

⑷  第６条第２項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、

補助金の額の確定において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額する

こと。 

（交付決定の通知） 

第８条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びその条件を

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により

申請者に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第９条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、決定内容又はこ

れに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付

決定はなかったものとみなす。 

（補助事業の遂行） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金

の交付の対象となった事業計画及び交付決定に附した条件その他市長の指示に

従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他

の用途への使用をしてはならない。 

（承認申請） 

第１１条 第７条第２項第１号又は第２号の規定により承認を受けようとすると

きは、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金事業変更（中止・廃止）承認申

請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算し

て２０日を経過する日又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了する日のう

ちいずれか早い日までに、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金実績報告書

（第４号様式）に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

２ 第６条第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の規

定による実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明

らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 



（額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査等によ

り、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件

に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、その旨を船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金確定通

知書(第５号様式)により補助事業者に通知する。 

（交付の時期等） 

第１４条 補助金は、第１３条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に

おいて交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該事業の完了前

に補助金の概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、船

橋市外国人介護人材受入支援事業補助金概算払請求書（第６号様式）により市長

に請求しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる

ことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき、又は市長 

の指示に従わなかったとき。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控

除税額が０円の場合を含む。）は、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金に

係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書（第７号様式）により速やかに、

遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告

しなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して

実績報告を行った場合には、この限りでない。なお、補助事業者が全国的に事業

を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地

方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の

申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う

こと。また、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある

ことが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 



   附 則 

 この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

別表 

１ 補助対象事業 ２ 補助基準額 ３ 補助対象経費 

⑴介護職種の技能実習生

及び介護分野における１

号特定技能外国人を対象

とした集合研修等事業 

１事業者あたり 

1,000,000円 

 

 

介護職種の技能実習

生及び介護分野にお

ける１号特定技能外

国人を対象とした集

合研修等の実施に要

する費用 

給料、職員手当等、報酬、

共済費、報償費、旅費、需

用費（消耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本費、光熱

水費）、会議費、役務費

（雑役務費、通信運搬費、

手数料、広告料、保険

料）、使用料、賃借料、委

託料、備品購入費（単価３

０万円以上の備品を除

く。）、その他市長が適当

と認めるもの 

⑵外国人介護人材受入施

設等職員を対象にした研

修事業 

１事業者あたり 

1,000,000円 

 

 

外国人介護人材受入

施設等職員を対象に

した研修の実施に要

する費用 

給料、職員手当等、報酬、

共済費、報償費、旅費、需

用費（消耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本費、光熱

水費）、会議費、役務費

（雑役務費、通信運搬費、

手数料、広告料、保険

料）、使用料、賃借料、委

託料、備品購入費（単価３

０万円以上の備品を除

く。）、その他市長が適当

と認めるもの 

⑶キャリアアップ支援事

業 

１人あたり 

30,000 円 

に実受講者数 

を乗じて得た額 

 

介護職員としてさら

なるステップアップ

を図るために必要な

介護に関する研修費

用 

助成金、その他市長が適当

と認めるもの 

 



(第１号様式）

　船橋市長　あて

法人名・団体名
代表者職・氏名 印

所　　在　　地

実　施　事　業
（該当するものに○)

 　ア　研修内容がわかる書類（研修日程表、研修資料等）の写し

 ４　歳入歳出予算書（別紙３）

　 イ　役員名簿

 ３　研修実施事業計画書又はキャリアアップ支援事業実施計画書（別紙２）

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書

（１）介護職種の技能実習生及び介護分野における１号特定技能外国人を対象とした
      集合研修等事業

（２）外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業

（３）キャリアアップ支援事業

　　年　　月　　日　

　 □　簡易課税事業者である

　船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。

交 付 申 請 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円    

 １　補助金所要額調書（別紙１－１）

 ②  ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」 を選択した理由

 ２　対象経費支出予定額積算内訳書（別紙１－２）

　 □　免税事業者である

 ５　次に掲げる書類

 ６　その他（　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　）

消 費 税 の 適 用
に 関 す る 事 項
（該当するものに☑)

　 □　その他（　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　）

 ①  補助金交付額の算定

　 □　消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定

   □　消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定

添　付　書　類

　 □　消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える
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・

団
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名
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単

位
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円
）
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助
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象

事
業

区
分
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経
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支
出
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収
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額
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E）
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い
ず

れ
か

小
さ

い
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の
額

）

補
助

金
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要
額
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F）

（
E
）

定
額

（
千

円
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切

捨
て

）

（
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介

護
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技
能
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介

護
分

野
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け

る
１

号
特

定
技

能
外

国
人

を
対

象
と

し
た

集
合

研
修

等
事

業

介
護

職
種

の
技

能
実

習
生
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び

介
護
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野

に
お

け
る
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号

特
定

技
能

外
国

人
を

対
象

と
し

た
集

合
研

修
等

の
実

施
に

要
す

る
費

用

（
２

）
外

国
人

介
護

人
材

受
入

施
設

等
職

員
を

対
象

に
し

た
研

修
事

業

外
国

人
介

護
人

材
受

入
施

設
等

職
員

を
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象
に

し
た

研
修

の
実

施
に

要
す
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用

（
３

）
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

支
援

事
業

介
護

職
員

と
し

て
さ

ら
な

る
ス

テ
ッ
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ア

ッ
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図

る
た

め
に

必
要

な
介

護
に

関
す

る
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修
費

用

１
 
助

成
金

２
 
そ

の
他

市
長

が
適

当
と

認
め

る
も

の

合
計

（
注

）
　

B
欄

に
は

、
使

途
を

当
該

事
業

に
限

定
し

た
寄

附
金

等
が

あ
れ

ば
、

記
入

す
る

こ
と

。

（
注

）
　

（
３

）
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

支
援

事
業

の
D
欄

に
は

、
3
0
,
0
0
0
円

に
実

受
講

者
数

を
乗

じ
て

得
た

額
を

記
載

す
る

こ
と
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６
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光
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８
 
会
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９
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雑
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務
費

、
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信
運

搬
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、
手

数
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広

告
料

、
保
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1
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用
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1
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料

1
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（別紙１－２）

補助対象事業区分 科目 用途 単価（円） 回数（数量） 金額（円） 備考

（注）　科目の欄には、補助対象経費の給料、職員手当等などの科目を記すこと。

小計

１ 給料
２ 職員手当等
３ 報酬
４ 共済費
５ 報償費
６ 旅費
７ 需用費
 （消耗品費、燃料費、食糧費、
   印刷製本費、光熱水費）
８ 会議費
９ 役務費
 （雑役務費、通信運搬費、
   手数料、広告料、保険料）
10 使用料
11 賃借料
12 委託料
13 備品購入費
  （単価30万円以上の備品を除く。）
14 その他市長が適当と認めるもの

（１）介護職種の
技能実習生及び介
護分野における１
号特定技能外国人
を対象とした集合
研修等事業

（２）外国人介護
人材受入施設等職
員を対象にした研
修事業

補助対象経費

（３）キャリア
アップ支援事業

介護職員としてさ
らなるステップ
アップを図るため
に必要な介護に関
する研修費用

１ 助成金
２ その他市長が適当と認めるもの

上記の積算額は、（　税込額　・　税抜額　）である。

合計

対 象 経 費 支 出 予 定 額 積 算 内 訳 書

小計

小計

法人名・団体名

介護職種の技能実
習生及び介護分野
における１号特定
技能外国人を対象
とした集合研修等
の実施に要する費
用

外国人介護人材受
入施設等職員を対
象にした研修の実
施に要する費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※研修の時間割や配布資料等、研修内容について具体的に分かるものを添付すること。

研修教材
（教材の内容や

選定方法等について）

研修実施会場

研修体制
（講師について）

　技能実習生 　　　名　　１号特定技能外国人 　　　名

 担当者名：

 電話番号：

 メールアドレス：

研修タイトル

※研修受講者の募集にあたっては、特定の法人で就労する者に限定せず、市内に広く周知すること。

連絡先（担当者）

研修内容等

研修成果の確認方法

【研修のねらい】

【到達目標】

【研修内容】

研修実施回数・時間等

研修受講人数

研修期間

研修周知方法

研　修　実　施　計　画　書

事業完了予定日

事業開始予定日

法人名・団体名

　（１）介護職種の技能実習生及び介護分野における
　　　　１号特定技能外国人を対象とした集合研修等事業

実施事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※研修の時間割や配布資料等、研修内容について具体的に分かるものを添付すること。

研　修　実　施　計　画　書

法人名・団体名

連絡先（担当者）

 担当者名：

 電話番号：

 メールアドレス：

実施事業 　（２）外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業

事業開始予定日

事業完了予定日

研修タイトル

研修内容等

【研修のねらい】

【到達目標】

【研修内容】

研修期間

研修教材
（教材の内容や

選定方法等について）

研修受講人数  　　　名

研修実施回数・時間等

研修実施会場

研修体制
（講師について）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※助成対象者ごとに計画書を作成すること。

助成対象者

対象者が特に優秀と認
められるまたは一定の
介護技能及び日本語能

力を有する理由

目指す
キャリアアップの姿

氏名 受講した集合研修名 集合研修の修了日

受講予定の研修について

キャリアアップ支援事業実施計画書

法人名・団体名

連絡先（担当者）

 担当者名：

 電話番号：

 メールアドレス：

実施事業 　（３）キャリアアップ支援事業

事業開始予定日

事業完了予定日

研修時期

研修名

研修実施機関名

研修内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３）

１　歳入の部

２　歳出の部

備　　考

計

計

区　　分 予算額（円）

（法人名・団体名：　　　　　　　　　　　　　）

歳入歳出予算書

区　　分 予算額（円） 備　　考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第２号様式）

　

　申請者　所　　在　　地

　　 　　 代表者職・氏名                     様

 上記決定内容又はこれに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

交 付 決 定 額 　　　　　　　　　　　　　円

 １　事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の
   承認を得ること。

 ２　事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得ること。

交　付　条　件
 ３　補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該
   収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを事業完了の日（事業の中止又は
   廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保
   管すること。

 ４　船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第６条第２項ただし書の規定に
　 よる交付の申請がなされたものについては、補助金の額の確定において当該補助金に
　 係る消費税仕入控除税額を減額すること。

補 助 年 度

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　      法人名・団体名

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付決定通知書

年度

船橋市長　　　　　　　　印　

　　年　　月　　日に申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので、船橋市外国人
介護人材受入支援事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第３号様式）

　船橋市長　あて

法人名・団体名
代表者職・氏名 印

　（２）変更後

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書

　　年　　月　　日　

　　　年　　月　　日付け第　　　　　号で交付決定のあった　　年度船橋市外国人介護人材受入支援事業補助
金について、当該事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金
交付要綱第１１条の規定により承認を申請します。

所　　在　　地

１　変更（中止・廃止）理由

２　変更内容

　（１）変更前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第４号様式）

　船橋市長　あて

法人名・団体名
代表者職・氏名 印

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金実績報告書

（１）介護職種の技能実習生及び介護分野における１号特定技能外国人を対象とした
      集合研修等事業

（２）外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業

（３）キャリアアップ支援事業

実　施　事　業
（該当するものに○)

補 助 金 精 算 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円    

　 ウ　受講した研修の修了証（外部研修の場合）の写し又は受講者のアンケート（内部研修の
　　　 場合）（（３）キャリアアップ支援事業に限る。）

   イ　契約書等支出証拠書類の写し

 ２　対象経費支出額精算内訳書（別紙４－２）

 ４　歳入歳出決算書（別紙６）

　 □　消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える

　 □　その他（　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　）

　　年　　月　　日　

　　　年　　月　　日付け第　　　　号で交付決定のあった　　年度船橋市外国人介護人材受入支援事業補助
金について、当該事業を完了したので、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第１２条の規定に
より、関係書類を添えて次のとおり報告します。

 １　補助金所要額精算書（別紙４－１）

 ３　研修実施事業実績報告書又はキャリアアップ支援事業実績報告書（別紙５）

所　　在　　地

 ５　次に掲げる書類

 　ア　研修内容がわかる書類（研修日程表、研修受講者名簿、研修資料等）の写し

 ６　その他（　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　）

添　付　書　類

消 費 税 の 適 用
に 関 す る 事 項

（該当するものに☑)

 ①  補助金精算額の算定

　 □　消費税額を補助対象経費に含めないで補助金精算額を算定

   □　消費税額を補助対象経費に含めて補助金精算額を算定

     　※消費税額の申告による補助金に係る仕入控除税額（補助金返還相当額）の確定後、
     　「消費税仕入控除税額報告書」の提出が必要となります（返還額が０円の場合も含む）。

 ②  ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金精算額を算定」 を選択した理由

　 □　免税事業者である

　 □　簡易課税事業者である
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・
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（別紙４－２）

補助対象事業区分 科目 用途 単価（円） 回数（数量） 金額（円） 備考

（注）　科目の欄には、補助対象経費の給料、職員手当等などの科目を記すこと。

合計

上記の積算額は、（　税込額　・　税抜額　）である。

外国人介護人材受
入施設等職員を対
象にした研修の実
施に要する費用

小計

（３）キャリア
アップ支援事業

介護職員としてさ
らなるステップ
アップを図るため
に必要な介護に関
する研修費用

１ 助成金
２ その他市長が適当と認めるもの

小計

対 象 経 費 支 出 額 精 算 内 訳 書

法人名・団体名

補助対象経費

（１）介護職種の
技能実習生及び介
護分野における１
号特定技能外国人
を対象とした集合
研修等事業

介護職種の技能実
習生及び介護分野
における１号特定
技能外国人を対象
とした集合研修等
の実施に要する費
用

１ 給料
２ 職員手当等
３ 報酬
４ 共済費
５ 報償費
６ 旅費
７ 需用費
 （消耗品費、燃料費、食糧費、
   印刷製本費、光熱水費）
８ 会議費
９ 役務費
 （雑役務費、通信運搬費、
   手数料、広告料、保険料）
10 使用料
11 賃借料
12 委託料
13 備品購入費
  （単価30万円以上の備品を除く。）
14 その他市長が適当と認めるもの

小計

（２）外国人介護
人材受入施設等職
員を対象にした研
修事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※研修の時間割や配布資料等、研修内容について具体的に分かるものを添付すること。

研　修　実 施 事 業 実 績 報 告 書

事業完了日

事業開始日

 メールアドレス：

研修成果の確認方法

【研修のねらい】

【到達目標】

【研修内容】

研修実施回数・時間等

研修受講人数

研修タイトル

研修教材
（教材の内容や

選定方法等について）

研修実施会場

研修体制
（講師について）

　技能実習生 　　　名　　１号特定技能外国人 　　　名

研修期間

法人名・団体名

連絡先（担当者）

　（１）介護職種の技能実習生及び介護分野における
　　　　１号特定技能外国人を対象とした集合研修等事業

研修周知方法
※研修受講者の募集にあたっては、特定の法人で就労する者に限定せず、市内に広く周知すること。

研修内容等

実施事業

 担当者名：

 電話番号：

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※研修の時間割や配布資料等、研修内容について具体的に分かるものを添付すること。

研修教材
（教材の内容や

選定方法等について）

研修受講人数  　　　名

研修実施回数・時間等

研修実施会場

研修体制
（講師について）

研修タイトル

研修内容等

【研修のねらい】

【到達目標】

【研修内容】

研修期間

実施事業 　（２）外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業

事業開始日

事業完了日

研　修　実 施 事 業 実 績 報 告 書

法人名・団体名

連絡先（担当者）

 担当者名：

 電話番号：

 メールアドレス：

 

 

 

 

 

 



 

（別紙５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※助成対象者ごとに実績報告書を作成すること。

研修時期

研修名

研修実施機関名

研修内容

 メールアドレス：

実施事業 　（３）キャリアアップ支援事業

事業開始予定日

事業完了予定日

集合研修の修了日

受講予定の研修について

キャリアアップ支援事業実績報告書

法人名・団体名

連絡先（担当者）

 担当者名：

 電話番号：

助成対象者

対象者が特に優秀と認
められるまたは一定の
介護技能及び日本語能

力を有する理由

目指す
キャリアアップの姿

氏名 受講した集合研修名



（別紙６）

１　歳入の部

２　歳出の部

（法人名・団体名：　　　　　　　　　　　　　）

歳入歳出決算書

区　　分 決算額（円） 備　　考

計

計

区　　分 決算額（円） 備　　考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第５号様式）

　

　申請者　所　　在　　地

　　 　　 代表者職・氏名                     様

交 付 決 定 額   　　　　　　　　　　　  　　円

補 助 金 所 要 額 　　　　　　　  　　　　  　　円

交 付 決 定 日 年　　月　　日 第    　　　号番   号

補 助 年 度 年度

第　　　　　号　
年　　月　　日　

  　      法人名・団体名

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付確定通知書

船橋市長　　　　　　　　印　

　　年　　月　　日付で実績報告のあった事業について、次のとおり補助金の額を確定したので、船橋市外
国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。

交 付 確 定 額 　　　　　　　　　  　　  　　円

補 助 金 支 払 済 額 　　　　　　　　　　　　    　円

交 付 精 算 額 　　　　　　　　　　　　    　円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第６号様式）

　船橋市長　あて

法人名・団体名
代表者職・氏名 印

  　　　　　　　　　　　 補助金振込先

請 求 金 額   　　　　　　　　　　　  　　円

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金概算払請求書

　　年　　月　　日付け第　　　　号で交付決定のあった　　年度船橋市外国人介護人材受入支援事業補助
金について、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定により、次のとおり
概算払されるよう請求します。

　　年　　月　　日　

所　　在　　地

名  義  人

預 金 種 別

振  込  先

振込口座番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(第７号様式）

　船橋市長　あて

法人名・団体名
代表者職・氏名 印

　  ※０円の場合はその理由について☑

　　  □　消費税の申告義務がない

　　  □　簡易課税方式による申告を行っている

　　  □　消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える

　　  □　その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など）

 １　返還額算出シート（申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法
　　 人等であって特定収入割合が５％を超える事業者は添付不要。）

 ２　添付書類チェック表及び該当書類のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円    

添付書類

船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金に係る
消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書

補助金交付確定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円    

消費税額の申告により
確定した

船橋市外国人介護人材受入
支援事業補助金に係る

仕入控除税額
（補助金返還相当額）

（※消費税の申告義務がない
場合も０円と記載すること）

　　年　　月　　日　

　　　年　　月　　日付け第　　　　号で交付確定のあった　　年度船橋市外国人介護人材受入支援事業
補助金について、船橋市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第１６条の規定により、関係書類を
添えて次のとおり報告します。

所　　在　　地

 

 


